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介
護
保
険
料
は　

歳
以
上
の
方
か

４０

ら
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
年
齢

に
よ
り
納
付
の
方
法
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。

　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方
は
ご
加

４０

６４

入
の
医
療
保
険
と
合
わ
せ
て
、　

歳
６５

以
上
の
方
は
特
別
徴
収
（
年
金
天
引

き
）
ま
た
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
・

口
座
振
替
）
で
納
め
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、

６５
す
で
に
仮
徴
収
し
て
い
ま
す
が
、
６

月
に
確
定
し
た
市
町
村
民
税
の
課
税

状
況
に
基
づ
き
、
平
成　

年
度
の
年

２０

額
保
険
料
を
決
定
し
ま
す
。

決
定
し
た
保
険
料
の
通
知
書
は
、

７
月
中
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。

保
険
料
段
階
が
第
３
段
階
の
方
に

は
、
７
月
中
旬
頃
に
送
付
す
る
平
成

　

年
度
保
険
料
の
納
入
通
知
書
に
減

２０免
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
同
封
し
ま

す
。
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次
の
す
べ
て
に
該
当
さ
れ
る
方

・
平
成　

年
度
の
介
護
保
険
料
段
階

２０

が
第
３
段
階
の
方

・
平
成　

年
中
の
す
べ
て
の
収
入
が

１９

　

万
円
以
下
の
方
（
世
帯
員
が
ひ

８８と
り
増
え
る
ご
と
に　

万
円
加

４１

算
）

・
市
町
村
民
税
課
税
者
と
生
計
を
と

も
に
し
て
お
ら
ず
、
市
町
村
民
税

課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
方

（
健
康
保
険
の
扶
養
も
含
む
）

・
世
帯
全
員
の
預
貯
金
の
合
計
が
１

８
０
万
円
以
下
の
方

※
預
貯
金
額
に
は
、
国
債
・
生
命
保

険
の
返
戻
金
な
ど
も
含
み
ま
す
。

・
居
住
用
以
外
の
活
用
で
き
る
不
動

産
が
な
い
方
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７
月
中
旬
頃
に
送
付
し
た
通
知
書
、

平
成　

年
中
の
収
入
が
わ
か
る
書

１９

類
（
年
金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）、

健
康
保
険
証
、
預
金
通
帳
、
生
命

保
険
証
書
な
ど
、
印
鑑 

�
�
�
�
�
�
�

申
請
提
出
後
、
審
査
を
行
い
、
減

免
の
承
認
・
不
承
認
の
結
果
に
つ

い
て
は
決
定
後
、
通
知
し
ま
す
。

※
減
免
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
申

請
月
以
降
の
保
険
料
を
３
分
の
１

減
額
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
８
月
末
ま
で
に
申
請
さ

れ
た
場
合
に
限
り
、
４
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
減
額
し

ま
す
。
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佐
賀
中
部
広
域
連
合　

業
務
課

佐
賀
市
松
原
４
丁
目
２
番　

号
２８

�
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３
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神
埼
市
役
所　

高
齢
障
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老
齢
・
退
職
・
障
害
・
遺
族
年
金

が
年
額　

万
円
未
満
の
方
、
年
金
を

１８

受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
、
恩
給
な
ど

の
受
給
者
の
方
な
ど
は
、
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

す
で
に
、
４
月
か
ら
７
月
分
（
仮

徴
収
額
）
は
仮
算
定
し
て
い
ま
す
の

で
、
今
回
決
定
し
た
金
額
か
ら
仮
徴

収
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
を
、

８
月
か
ら
３
月
の
８
回
に
分
け
て
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
付
に
は
納
付
書
の
ほ
か
便
利
な

口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
口
座
振
替
ご
利
用

の
方
は
引
き
続
き
行
い
ま
す
。
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老
齢
・
退
職
・
障
害
・
遺
族
年
金

を
年
額　

万
円
以
上
受
給
さ
れ
て
い

１８

る
方
は
、
原
則
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

す
で
に
、
４
月
、
６
月
、
８
月
の

徴
収
額
（
仮
徴
収
額
）
に
つ
い
て
は
、

仮
算
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
決

定
し
た
金
額
か
ら
仮
徴
収
額
を
差
し

引
い
た
残
り
の
金
額
を
、　

月
、　

１０

１２

月
、
２
月
の
３
回
に
分
け
て
年
金
よ

り
天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
年
度
途
中
で　

歳
に
な
ら

６５

れ
た
方
、
佐
賀
中
部
広
域
外
か
ら
転

入
さ
れ
た
方
な
ど
は
お
お
む
ね
６
ヶ

月
後
か
ら
天
引
き
開
始
と
な
り
ま
す
。
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医療機関などを利用したときは、医療費の一部
を患者本人（被保険者）が負担します。
負担割合は、所得に応じて「１割（一般）」また
は「３割（現役並み所得者）」となっています。こ
の負担割合は、毎年「８月１日」を基準として前
年の所得を基に判定します。
現在お持ちの「後期高齢者医療被保険者証」の
有効期限は、平成２１年７月３１日までとなってい
ますが、所得の増減などにより負担割合が変更と
なる方には、通知を送付します。
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同一世帯内の被保険者の住民税課税所得がそれ
ぞれ１４５万円未満の場合
�������	
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同一世帯内の被保険者に住民税課税所得が１４５
万円以上ある方がいる場合
※ただし、同一世帯内の被保険者の収入合計額が
次の金額に満たない方は、申請することにより
１割となります。対象者には、「基準収入額適用
申請」勧奨通知を送付します。

※経過措置：右の全ての要件を満た
す方は、自己負担割合は３割のま
まで、一月あたりの自己負担額の
上限額が１割負担の方と同様の額
となります。

①同じ世帯の中に７０～７４歳の国民健康保険又は被用者保険の加入
者がいる長寿医療制度に加入する単身の被保険者

②課税所得が１４５万円以上かつ年収が３８３万円以上の方
③同じ世帯の中で７０～７４歳の方も含めた年収が５２０万円未満の方
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「後期高齢者医療限度
額適用・標準負担額減額
認定証」の有効期限は、
平成２０年７月３１日までです。
有効期限が切れた後、
更新手続きをしないと通
常の一部負担金や食事代
を支払うことになります。
対象者には、勧奨通知
を送付します。
市の後期高齢者担当窓
口で申請手続きをお願い
します。

�������　佐賀県後期高齢者医療広域連合　�６４�８４７６
神埼市役所　市民課　�３７�０１１５

療養病床一般病床自己負担額 居住費食費食事代

３２０円

４６０円２６０円現役並み＋一般

２１０円２１０円９０日までの入院低所得Ⅱ １６０円９０日を越える入院
１３０円１００円低所得Ⅰ ０００円１００円老齢福祉年金受給者
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　入院したときは、食事代または食費と居住費の一部を患者（被保険者）
本人が負担します。

※「低所得Ⅱ」・・・全員が住民税非課税である世帯
「低所得Ⅰ」・・・全員が住民税非課税であって、一人ひとりの収入が

８０万円以下の世帯
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